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■■   ｢｢慶慶応応二二年年・・求求玄玄流流奉奉納納額額｣｣  デデジジタタルル復復元元ににつついいてて  

 

・山梨県韮崎市勝手神社「慶應二年・求玄流奉納額」復元の経緯 

平成 17 年 6 月上旬、山梨県韮崎市にある勝手神社の氏子の方々から、神社の拝

殿に掲げてある額の復元、調査をご依頼頂きました。 

勝手神社は全国に 3 社しかなく、ご依頼元の勝手神社は山梨県指定文化財の小さ

な石鳥居（高さ 1.72 メートル）がある神社としても知られています。その拝殿にあ

りました額は、木製で外枠には金属の板が装飾されており、およそ横幅 297 センチ、

高さ 110 センチのかなり大きなものでした。氏子の方々のなかには、この額が、い

つどのようにして納められたかわかる方がいらっしゃらず、対応に困っているとの

事でした。調査に伺った後、当社に額を運び入れて頂き、作業を開始致しました。 

 

・作業 

額には、墨で書かれたと思われる文字と、落款がありましたが、ほとんどの色は

残っておりませんでした。しかし、前半の詞書の部分と後半の人名のような部分も

含めて、比較的判りやすい楷書体の文字でした。そこで、書かれている文字を読み

取ることを中心に、一字一字文字を「漢和辞典」、「異体字字典」などで確かめなが

らパソコン上で書き起こしていきました。文字数は約 800 字あり、多くの文字は

書き起こせましたが、最終的に５文字ほど、どうしても確定に至らない文字が残っ

ており、この文字につきましては、こちらで判断できる範囲を含め、線を書き起こ

してあります。復元画像では、これらの文字が他と区別できますように、墨を５０

パーセントの濃度にしてあります。遠目ではわかりませんが、近づくと文字は灰色

に見えます。 

 

・奉納額内容 

内容を読み取りながら、文字を書き起こしていったのですが、おそらくこれは、

慶応二年(1866 年)に勝手神社のご利益に感謝し、奉納されたものと思われます。 

前半の詞書の部分や求玄流の方達の名前などから、とても多くの事が奉納額から

読み取れるのではないでしょうか。すでに奉納額そのものは文字が読み取りづらく

なっておりますが、当時の物としての迫力は、まだ十分に維持しているものだと感

じております。 

 

・完成パネル  

復元画像を、大型のインクジェットプリンターで印刷し、パネルにしてありま

す。 
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印刷には屋外展示も可能とする、耐光性、耐水性に優れた特殊なインクを使い、

塩化ビニール製のシートに出力し、さらに表面には紫外線をカットする為、UV カ

ットのラミネート加工を施してあります。また本来はパネルに、軽い発泡スチロー

ルを使うのですが、今回のプリントは大きく、反りやすく、平面維持が難しい為、

アルミではさまれた３ミリ厚のアートボードに貼り、木目のアルミフレームに入れ

てあります。 

 

・お引渡し 

今回は、額の内容は文字がほとんどであり、その文字を読む事でこの額の由来が

わかるとの予測を立て、文字の書き起こしに重点を置き、作業を行いました。その

結果、画像としての復元ともに、文字についてもある程度判別することが出来まし

たので、当社の集められた範囲の資料を添えて、ご依頼から一ヶ月半後の 7 月中旬

にお引き渡し致しました。添付いたしました資料の詳細もご覧いただき、ご活用頂

ければ幸いと考えております。今回消えかけていた文字を、他の方が見ても読みや

すい形で復元出来ましたことは、今後の調査研究に役立つものと思っております。 

また、復元画像のパネル、報告書と共に他の氏子の方々に今回の内容をお伝えす

る資料として、別途 B2 サイズのパネルも製作し、送らせて頂いております。 

 

大隈 剛由 

 

■ 提出物一覧 

 

・６７センチ×１８０センチサイズ 復元パネル                    ・・・  １枚 

( 使用素材：塩化ビニール、UV カットラミネート、アルミべースパネル、木目フレーム )  

・Ａ３サイズ 復元前・復元後画像                ・・・   3 セット 

・復元報告書                         ・・・   3 冊 

・Ｂ２サイズ 説明パネル１・２                                 ・・・    １セット 

 

 

合資会社 文化財復元センター 

代表 大隈 剛由 
 

〒619－0237 

           京都府相楽郡精華町光台 1 丁目 7 

                けいはんなプラザ ラボ棟 9 階  

電話・FAX  050-1058-8025 

ホームページ http://www.fukugen.info/ 

  E メール information@fukugen.info 
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■■   報報告告書書ににつついいてて   

慶応二年・求玄流奉納額の復元作業で、私どものわかった範囲においてい

ろいろな資料を調べさせて頂きました。その内容も含めレポートさせて頂き

ます。 

これはより正確な復元作業の為に調べさせていただいた内容であり、各分

野の専門家程の知識を有しておりませんので、詳しくは専門家の意見をお伺

いください。 

 

 

■■  現現状状画画像像   

 

 
 

 

 

■■  復復元元後後画画像像   
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■ 文文字字部部分分抜抜きき出出しし 

詞書部分 
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後半氏名部分 1 
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後半氏名部分 2 
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後半氏名部分 3 
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（
押
印
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野
州
脱
走
之
徒
遥
向
峡
警
告
數
至
峡
中
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又
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澤
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澤
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築
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薬
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又
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應
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・
野
州 

 
 

（
下
野
国
（
現
栃
木
県
）
の
別
称
） 

・
峡
中 

 
 

（
甲
斐
国
（
現
山
梨
県
）
の
別
称
） 

・
保
々
全
國 

（
後
半
に
も
記
さ
れ
て
い
る
人
名
で
す
） 

・
禦 

 
 

 

（
ふ
せ
ぐ
） 

・
據 

 
 

 

（
＝
拠 

よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
） 

 

・
礟 

 
 

 

（
＝
砲
） 

・
發 

 
 

 

（
＝
発
） 

・
咫
尺 

 
 

（
非
常
に
近
い
距
離
） 

・
點 

 
 

 

（
と
も
す
） 

・
炮 

 
 

 

（
＝
砲
） 

・
寡 

 
 

 

（
少
な
い
） 

・
釜
塩 

 
 

（
地
名
お
そ
ら
く
釜
無
川
と
塩
川
） 

・
按 

 
 

 

（
お
さ
え
る
） 

・
扼 

 
 

 

（
お
さ
え
る
） 

・
居
守 

 
 

 
 

（
留
ま
り
居
て
守
る
こ
と
） 

・
周
旋 

 
 

（
間
を
取
り
持
っ
て
世
話
を
す
る
） 

・
師 

 
 

 
 

 

（
軍
隊
の
こ
と
） 

・
玉
薬 

 
 

（
火
薬
の
こ
と
） 

・
吾
師 

 
 

（
我
軍
の
こ
と
） 

・
鏖 

 
 

 

（
み
な
ご
ろ
し 

つ
と
め
た
た
か
う
） 

・
衊 

 
 

 

（
血
で
汚
れ
る
） 

・
虧 

 
 

 

（
か
け
る 

へ
る
） 

・
班
師 

 
 

（
軍
を
返
す
こ
と
） 

・
敬
識 

 
 

（
文
末
の
決
り
文
句
） 

 
 

 

※
文
中
の
青
色
文
字
は
、
復
元
時
に
確
定
時
に
お
い
て
、

確
定
に
至
ら
な
か
っ
た
文
字
。 

 
 

 

■■  額額にに書書かかれれたた内内容容ににつついいてて  

【額文活字変換】
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右
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光
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縫
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應
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【額文要約】 

野州から脱走して来た者達が甲斐国に向かうという警告が何度も峡中に届き、厳しく警戒し

ている時、府尹1はまだ到着しておらず、たまたま監察島田政備君があり、勇敢に士々を指揮しまし

た。皆は（賊徒 が甲斐に）向かっていることを知ると、あらかじめこれを防ぐように命令を受けました。

そして、保々全國は八十余人の（求玄流）門生を付き従わせて行き、別に2長澤3を拠点にこれ

を防ぐこととしました。 

この時、元治元年（１８64）十一月十九日。この日は蓑をつき通すような大雨がふり、泥道は凸

凹になり、すでに郭4を出発していた砲車を動かすことは難しくなりました。薄暮れ時、志田へ到着す

ると、雨はますます激しくなってきました。すぐ近くの様子も分からず、砲に火をつけることもできないような、

雷の鳴る、真っ暗な夜となったため、一隊は計画していた長澤までたどり着くことが出来ませんでし

た。 

そのため、村に到ると宿をとり、会議をして、「賊徒は平澤5に集まっており、暁にそこを超えて来よう

と計画していると聞いている。彼らの人数が多く、我々は少ない。少ない人数で彼らを防ぐには、険

しい場所を拠点としないのはよくないだろう。我々が行った時に、既に彼らがこれ（長澤）を超えてい

た場合には非常に危険である。釜無川、塩川において必勝を制するのが最もよいであろう。」また、

「ここがよいだろう。宇津谷と塩川の間、数ヶ所に砲台を築かせ、すでに砲台や士々を配置してあ

る。皆、刃を手に待機している。また、加藤景孝、植村泰寿は、あらかじめ門生の中心となって守り、

（隊の）世話をしている。我々の軍が火薬6に関してわずらう事のないのは、二人の力によるもので

ある。」などと話しをしました。 

この地のそばに勝手明神7の祠があります。昔、機山氏8が外敵を破った地で、戦勝の後に、

安置したということです。そのため、敵を防ぐことを祈るにはもっともよいと言えるでしょう 。士々達は、

「力を尽くして戦わなければ、還って来ない。」と（祠に）祈誓ましましたが、賊はついに向かって来ず、

和田嶺に道をとり進んでいきました。そのため、（士々達の）刀は血で汚れず、一士も欠けることなく、

同月二十七日に帰ってきました。これは、国威を震わす出来事であり、神霊の助けがあったから

（無事にすんだ）に違いないでしょう。 

このようなことから、（勝手明神の助けに感謝し）その姓氏を並べて書き、扁額を祠の前に掲げるこ

とにしたというわけです。軍が返って後二年（１８６６）の慶応春三月、柴田忠涵9敬識。 

 

注 
1 地方役人を表す語。 
2 本文中には「決別」とありますが、何から別れて行くのか特定できません。 
3 長野県と山梨県の境にある佐久甲州街道沿いの地名。山梨県側。 
4 物の外囲いの意ですが、ここで指す場所は不明です。 
5 長野県と山梨県の境にある佐久甲州街道沿いの地名。長野県側。 
6
 薬は銃砲弾の発射に用いる火薬。ここでは火薬が不足する等のわずらいがなかったとの意かと思われます。 

7 現在の勝手神社を指すものと思われます。   
8 武田信玄の法名 
9 八十余人の師にあたる人物のようです。 
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【求玄流について】 

求玄流は、銃砲・火薬を用いる武術である砲術の一流派であります。天文十二年（1543）、

種田島に来航したポルトガル人によって鉄砲と火薬がもたらされた事に始まる砲術は、正確な命

中を期すための火薬の調合や、照準発射法（姿勢・呼吸・引き金の引き方等）を秘事・秘伝と

して各流派がたてられました。慶長年間（1596―1615）には十にも満たなかった流派は幕末期

には四百余にも及んだそうです。 

求玄流は、唐津出身の大草庄兵衛政義により創始されました。唐津に生まれた大草庄兵衛

は家業を継がされることを嫌い、寛政十二年（1800）十五才の時に江戸に上り、剣術や馬術な

どを学びました。そして砲術森繁流の創始者である森重靱負に砲術を学び、自らの号（求玄）を

冠した流派を打ち立てました。大草政義は修行のため全国を暦巡視し、旅先の江戸で没しますが、

晩年甲府に住んでいました。 

 

詞書の後ろに記された八十四名は、戦いに向かった士々達であると考えられます。氏名上部に

印加、目録などと付記されていますが、これは伝授段階を表しています。 武道・芸道などにおいて

は、伝授の段階を示した文書が、師から弟子に与えられます。段階の名称、区分のされ方は各流

派によって異なります。この度の奉納額から求玄流の伝授段階は、高位の順に師範、印可、免

許、大目録、目録と定められていたようです。元来は、印可が奥義を身につけたことを証明し、免許

が一通りの内容の伝授があったこと、目録は技の名目と伝授し終わった由を、記した文書であった

ようです。 

 

 

【野州脱走の徒について】 

冒頭に挙げられた「野州脱走の徒」というのは、額に記された日付、場所などから、水戸藩

（茨城県）の尊皇攘激派の藩士を中心とした天狗党であると推測されます。 

天狗党は、元治元年（１８６４）三月に、幕府に攘夷の実行を促すため、筑波山に挙兵し、

当初は水戸周辺で幕軍・諸藩軍と戦っていましたが、敗戦が明らかになると、水戸藩の前藩主

徳川斉昭の子であり在洛の一橋慶喜に尊皇攘夷の志を伝え、それを天皇に奏上してもらおうと

して京都を目指しました。この時、挙兵時に六十余人であった人数は、千人余りにも増加していま

した。 

同年十一月一日に大子（茨城県）を出発し、十一月十六日に、下仁田（群馬県）で、高

崎藩勢と戦いました。実際には、下仁田→本宿→平賀→望月→和田と進み、二十日に和田

峠（長野県）で幕府側の諸藩軍と激戦を繰り広げるのですが、進路に近い信州諸藩では防御

体制がとられています。また、甲斐進入の情報もあり、幕府の直轄地である甲州には入れることの

無いようにと幕府から指令も出ています。 

額の内容からも、平澤→長澤と佐久往還を通って甲斐に進入してくるのではないかと警戒さ

れていたことがわかります。 
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天狗党は、このあと飛騨を通り、越前に至ると、そこで追討軍の総攻撃があることを聞き、十二月二

十日に降伏しました。 

天狗党は関東にいるうちは「常州脱走の賊徒」と呼ばれていましたが、中部山岳地帯に入っ

たころより、「野州脱走の賊徒」などと呼ばれるようになっている事からも、奉納額にしるされた「野州

脱走の徒」が天狗党であると考えられます。 

 

額中の出来事があった元冶元年（１８６４）は、明治維新の三年前、幕末の動乱期であり、こ

の年には他にも各地で次のような事件が起きています。 

六月五日      池田屋事件。坂本竜馬が池田屋で暗殺される。 

七月十九日    禁門の変。長州藩と会津諸藩兵とが御所周辺で戦う。 

八月五日      米、英、仏、蘭の四国艦隊が下関を砲撃する。 

十二月十六日  高杉晋作、下関で挙兵し幕府と戦う。 

 

 

 

【関連地図】 
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【参考ＨＰ】 

 

・求玄流創始者「大草庄兵衛政義」について 

 唐津市公式 ＨＰ  http://www.karatsu-city.jp/index.php?conf=default 

  唐津市にゆかりの城物語  http://www.people-i.ne.jp/~u-kazu/75.kyoiku/kyoiku.htm 

 

 

 

 

担当     森いづみ ・ 上原一恵 

  

 

http://www.karatsu-city.jp/index.php?conf=default
http://www.people-i.ne.jp/~u-kazu/75.kyoiku/kyoiku.htm
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■ 説明パネル (サイズ・Ｂ２)  

パネル１
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パネル２ 
                                                 
1
 地方役人を表す語。 

2
 本文中には「決別」とありますが、何から別れて行くのか特定できません。 

3
 長野県と山梨県の境にある佐久甲州街道沿いの地名。山梨県側。 

4
 物の外囲いの意ですが、ここで指す場所は不明です。 

5
 長野県と山梨県の境にある佐久甲州街道沿いの地名。長野県側。 

6
 薬は銃砲弾の発射に用いる火薬。ここでは火薬が不足する等のわずらいがなかったとの意かと思われます。 

7
 現在の勝手神社を指すものと思われます。   

8
 武田信玄の法名 

9
 八十余人の師にあたる人物のようです。 


